
新潟市ＸＲコンテンツ実装事業補助金交付要綱 

 （趣旨）  

第１条 市長は、市内企業の事業効率や付加価値の向上を目的に、バーチャル分野での新

事業展開を促進するため、ＸＲを活用したコンテンツを活用し、実装する者に対して、

予算の定めるところにより、新潟市ＸＲコンテンツ実装事業補助金（以下「補助金」と

いう。）を交付するものとし、その交付については、新潟市補助金等交付規則（平成１

６年新潟市規則第１９号。以下「規則」という。）に定めるもののほか、この要綱の定

めるものによる。  

 （定義）  

第２条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の定義は、それぞれ当該各号に定める

ところによる。  

（１）ＸＲ ＶＲ（仮想現実）、ＡＲ（拡張現実）、ＭＲ（複合現実）などの先端技術の

総称をいう。  

（２）実装 調査や実証実験の段階にとどまらず、住民等に対する実際の継続的なサービ

ス提供を前提として、地域の課題解決、地域の魅力向上に取り組むことをいう。  

（３）ＸＲコンテンツ 他の地域等で既に確立されている優良なＸＲ関連サービスを活用

し、地域の個性や特色を生かし開発するコンテンツをいう。  

（４）プラットフォーム 公益財団法人新潟市産業振興財団が設置した、デジタル技術の

活用や異業種連携を通じ、企業の新規事業開発を支援する共創コミュニティ「ＤＸプラ

ットフォーム」をいう。 

（補助金の補助対象経費等）  

第３条 補助金の補助対象経費、交付要件、額及び限度額は、別表第１及び別表第２に定

めるとおりとする。  

（補助金の交付の申請） 

第４条 補助金の交付を受けようとする者は、別記様式第１号による補助金交付申請書に



別表第３に掲げる提出書類その他市長が必要と認める書類を添付して、同表に定める申

請期限内に市長に提出しなければならない。  

２ 市長は、補助対象事業の内容により必要がないと認める場合は、前項に定める書類の

全部又は一部を省略させることができる。  

（補助金の交付決定）  

第５条 市長は、前条第１項の規定による申請書の提出があった場合は、これを審査し、

予算の範囲内において補助金の交付決定を行い、別記様式第２号による補助金交付決定

通知書により申請者に通知するものとする。  

２ 前項の交付決定を受けた者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。  

（１）補助対象事業を変更し、中止し、又は廃止する場合は、あらかじめ市長の承認を受

けること。  

（２）補助対象事業の実績は、事業完了後３０日以内又は補助金の交付決定に係る年度の

２月末日のいずれか早い日までに報告をすること。  

（３）事業に係る経理は、他の経理と区別して行うとともに、収入及び支出を明らかにし

た帳簿並びに証拠書類を補助対象事業が完了した日の属する市の会計年度の終了後５年

間保存すること。  

（４）補助対象事業により取得し、又は効用が増加した財産は、当該補助対象事業の完了

後も台帳を設け、保管状況を明らかにするとともに、処分（補助金の交付の目的に反し

て使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供することをいう。以下同じ。）し

てはならないこと。ただし、補助金の交付決定を受けた者（以下「補助事業者」とい

う。）が、あらかじめ市長の承認を受けたとき又は当該補助対象事業が完了した日の属

する市の会計年度の初日から起算して、当該財産の耐用年数を経過した日のいずれか早

い日を経過したときはその限りでない。  

（５）補助対象事業が予定の期間内に完了しない場合、又は補助対象事業の遂行が困難と

なった場合は、速やかに市長に報告して、その指示を受けなければならないこと。  



３ 市長は、前条第１項の規定による申請書の提出があり、これを審査した結果、補助金

の交付決定を行わない場合は、別記様式第３号による補助金不交付決定通知書により申

請者に通知するものとする。  

（補助対象事業の変更等）  

第６条 補助事業者は、補助対象事業を変更（軽微な変更を除く。）し、中止し、又は廃

止する場合で、市長が必要と認めるときは、あらかじめ別記様式第４号による補助対象

事業変更承認申請書にその他市長が必要と認める書類を添付して、市長に提出しなけれ

ばならない。  

２ 前項の規定による軽微な変更は、次に掲げるもの以外の変更とする。  

（１）補助対象事業の内容を実質的に変更するもの。  

（２）補助金額の変更で、補助金交付決定額から３０パーセントを超える変更をすること。 

３ 市長は、第１項の規定による申請書の提出があった場合は、これを審査し、適当と認

めるときは、別記様式第５号による補助対象事業変更承認通知書により補助事業者に通

知するものとする。  

（補助対象事業の実績報告）  

第７条 補助事業者は、別記様式第６号による補助金実績報告書に別表第３に掲げる提出

書類及びその他市長が必要と認める書類を添付して、同表に定める報告期間内に市長に

提出しなければならない。  

（成果の公表）  

第８条 市長は、補助事業の成果について公表できるものとし、必要があると認めるときは、

補助事業者に発表させることができる。  

（補助金の額の確定）  

第９条 市長は、第７条第１項の規定による報告書の提出があった場合は、これを審査し、

必要があると認めるときは、現地調査等を行い、交付すべき補助金の額を確定し、別記

様式第７号による補助金確定通知書により補助事業者に通知するものとする。  



（補助金の交付決定の取消し）  

第１０条 市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決

定を取り消し、補助金の交付を停止し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部を

返還させることができる。  

 （１）偽りその他不正の手段により補助金の交付決定を受けたとき。  

 （２）補助対象事業を中止し、又は廃止したとき。  

 （３）補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。  

 （４）その他条例、規則及びこの要綱の規定に違反したとき。  

２ 市長は、前項の規定による交付決定の取消しをしたときは、別記様式第８号による補

助金交付決定取消通知書により補助事業者に通知するものとする。この場合において、

当該取消しに係る部分に関し既に補助金が交付されているときは、補助事業者に対し、

別記様式第９号による補助金返還命令書により期限を定めてその返還を命ずるものとす

る。  

（財産の処分の制限）  

第１１条 補助対象事業により取得し、又は効用が増加した財産であって、１件当たりの

取得価格又は効用の増加価格が５０万円（消費税及び地方消費税相当額を除く。）以上

のものを処分しようとするときは、あらかじめ別記様式第１０号による財産処分承認申

請書にその他市長が必要と認める書類を添付して、市長に提出しなければならない。こ

の場合において、当該財産について処分したこと、又は承認したことにより収入があっ

たときは、その収入の全部又は一部を納付させることがある。ただし、当該財産が、市

長が別に定める期間を経過している場合は、この限りでない。  

２ 市長は、前項の規定による申請書の提出があった場合は、これを審査し、適当と認め

るときは、別記様式第１１号による財産処分承認通知書により補助事業者に通知するも

のとする。  

３ 補助事業者は、補助対象事業が完了した後も補助対象事業により取得した財産を善良



なる管理者の注意をもって管理するとともに、補助金交付の目的に従ってその効率的運

用を図らなければならない。  

（報告又は調査）  

第１２条 市長は、補助金の交付に関し必要があるときは、補助事業者に対し、報告を求

め、又は当該職員をして調査させることができる。  

（国県等の補助制度との重複）  

第１３条 国、県その他の地方公共団体又は産業支援機関の制度により補助金等が充当さ

れる場合の補助対象経費は、当該補助金等を差し引いた額とする。  

（選定委員会）  

第１４条 市長は、公平かつ公正に補助事業者を選定するため、新潟市ＸＲコンテンツ実

装事業補助金選定委員会（以下「選定委員会」という。）を置くことができる。  

２ 選定委員会の運営に関し必要な事項は、別に定める。  

（その他）  

第１５条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に

定める。  

附 則  

１ この要綱は、令和４年７月１日から施行する。  

２ この要綱は、令和７年３月３１日限り、その効力を失う。  

附 則  

１ この要綱は、令和５年７月１９日から施行する。  

 



別表第１（第３条関係） 

種別  
補助対象  

経費  

交付要件  額及び  

限度額  

補助金交付  

期間  補助事業者  補助対象事業  

ＸＲコ

ンテン

ツ実装

事業補

助金  

事業の実施

に直接要す

る別表第２

に掲げる経

費 

（１）プラ

ットフォー

ムの会員で

あること  

（２）市内

事業者を含

む共同事業

体を組成

し、当該事

業体におい

て主たる役

割を担う者

であること  

（３）市税

を滞納して

いない者  

（１）本市域内におい

て行う事業であるこ

と 

（２）ＸＲコンテンツ

を活用した事業であ

り、かつ、継続して

実装する事業である

こと  

（３）地域の課題解

決、地域の魅力向上

に資する事業である

こと  

補助対象経

費の２分の

１以内の額

（その額に

千円未満の

端数がある

ときはこれ

を切り捨て

た額）と

し、２５０

万円を限度

とする。  

 

第５条におけ

る交付決定の

日に係る年度

の２月末日ま

でを限度とす

る。 

 



別表第２（第３条関係） 

補助対象経費区分  内   容  

報償費  外部専門家等に対する謝礼金や事業協力等に対する謝礼として支払わ

れる経費。  

原材料費  事業の実施に必要な加工用資材にかかる経費。 

備品費  事業を行うために必要な物品（１年以上継続して使用できるもの）の

購入等に要する経費。ただし、当該事業にのみ使用されるものに限

る。  

消耗品費  事業の実施に必要な物品であって備品費に属さないものの購入等に要

する経費。ただし、当該事業のみに使用されるものに限る。  

通信運搬費  本事業の遂行に必要な郵便代、通信費、運送料として支払われる経

費。  

機械器具借上料  事業の実施に必要な機器、器具等のリース・レンタルに要する経費。

ただし、当該事業にのみ使用されるものに限る。  

開発費  事業の実施に必要な製品、サービス、システム、ソフトウェア等の開

発に要する設備費、人件費、外注費等。  

直接人件費  本事業に従事する者の直接作業時間に対して支払われる人件費（給与

その他手当）。  

旅費  本事業に従事する者や専門家の交通費、日当、宿泊費等。  

その他諸経費  事業を行うために必要な経費であって、他のいずれの区分にも属さな

いもの。原則として、当該事業のために使用されることが特定・確認

できるもの。  

備考  

１ 補助対象経費は、消費税及び地方消費税を除いた額とする。  



別表第３（第４条及び第７条関係）  

種別  
交付申請  実績報告  

申請期限  提出書類  報告期間  提出書類  

ＸＲコ

ンテン

ツ実装

事業補

助金  

市長が別に定める

期間内。ただし、

事業の着手前であ

ること。  

（１）事業計画書  

（２）法人の登記

事項証明書  

（３）収支予算書  

（４）納税証明書  

（５）暴力団等の

排除に関する誓

約書兼同意書  

（６）その他市長

が必要と認める

書類  

事業完了後３０日

以内又は交付決定

に係る年度の２月

末日のいずれか早

い日まで。 

（１）事業実績報

告書  

（２）収支決算書  

（３）事業にかか

った費用の明細

書及び価額を明

らかにする書類  

（４）その他市長

が必要と認める

書類  

 



別記様式第１号（第４条関係） 

 

年  月  日 

 

（宛先）新潟市長 

住  所 

申請者 名  称 

代表者名 

 

 

 

 

 

 

 

補助金交付申請書 

 

新潟市ＸＲコンテンツ実装事業補助金交付要綱第４条第１項の規定に基づく補助金の交付を受

けたいので、同要綱記載事項を承諾のうえ、下記のとおり関係書類を添えて申請します。 

 

記 

 

１ 補助対象事業の名称    

 

２ 補助対象事業の目的   別紙 事業計画書のとおり 

 

３ 補助対象事業の内容   別紙 事業計画書のとおり 

 

４ 補助対象経費                 円 

 

５ 交付申請額                  円 

 

６ 補助対象事業の期間     年  月  日 ～   年  月  日まで 

 



別記様式第２号（第５条関係） 

 

第   号 

年  月  日 

 

          様 

 

新潟市長        印 

（担当        ） 

 

 

補助金交付決定通知書 

 

     年  月  日付けで申請のあった新潟市ＸＲコンテンツ実装事業補助金交付要綱第

４条第１項の規定による交付申請については、同要綱第５条第１項の規定により、下記のとおり

交付の決定をしたので通知します。 

 

記 

 

補助対象事業の名称  

交 付 決 定 年 月 日  

交 付 決 定 番 号 
   年  月  日   第   号 

交 付 決 定 額  

交 付 条 件   

 



別記様式第３号（第５条関係） 

 

第   号 

年  月  日 

 

          様 

 

新潟市長        印 

（担当        ） 

 

 

補助金不交付決定通知書 

 

     年  月  日付けで申請のあった新潟市ＸＲコンテンツ実装事業補助金交付要綱第

４条第１項の規定による交付申請については、同要綱第５条第３項の規定により、不交付の決定

をしたので通知します。 



別記様式第４号（第６条関係） 

 

年  月  日 

 

（宛先）新潟市長 

住  所 

申請者 名  称 

代表者名 

 

 

補助対象事業変更承認申請書 

 

   年  月  日付け   第   号で交付決定のあった新潟市ＸＲコンテンツ実装事

業補助金事業の内容を変更したいので、同補助金交付要綱第６条第１項の規定により、下記のと

おり関係書類を添えて申請します。 

 

記 

 

交付決定年月日 

交付決定番号  
   年  月  日  第   号 

変更予定年月日    年  月  日 

変 更 事 項 

変更前 変更後 

 

変 更 理 由  

 



別記様式第５号（第６条関係） 

 

第   号 

年  月  日 

 

          様 

 

新潟市長        印 

（担当        ） 

 

 

補助対象事業変更承認通知書 

 

     年  月  日付けで申請のあった新潟市ＸＲコンテンツ実装事業補助金交付要綱第

６条第１項の規定による変更承認申請については、同要綱第６条第３項の規定により、下記のと

おり変更の承認をしたので通知します。 

 

記 

 

交付決定年月日 

交付決定番号  
   年  月  日   第   号 

変更予定年月日    年  月  日 

変 更 事 項 

変更前 変更後 

 

変 更 条 件  

 



別記様式第６号（第７条関係） 

 

年  月  日 

 

（宛先）新潟市長 

住  所 

報告者 名  称 

代表者名 

 

 

補助金実績報告書 

 

   年  月  日付け   第   号で交付決定のあった新潟市ＸＲコンテンツ実装事

業補助金事業を完了したので同補助金交付要綱第７条第１項の規定により、下記のとおり関係書

類を添えて実績を報告します。 

 

記 

 

１ 補助対象事業の名称     

 

２ 補助対象事業の目的    別紙 事業実績報告書のとおり 

 

３ 補助対象事業の内容    別紙 事業実績報告書のとおり 

 

４ 補助対象事業の支出明細  別紙 事業実績報告書のとおり 

 

５ 補助対象事業の完了日     年  月  日 

 

６ 交付決定額                     円 

 

７ 補助対象経費                    円 

 

８ 交付申請額（実績報告額）              円 

 



別記様式第７号（第９条関係） 

 

第   号 

年  月  日 

 

          様 

 

新潟市長        印 

（担当        ） 

 

 

補助金確定通知書 

 

   年  月  日付けで実績報告のあった新潟市ＸＲコンテンツ実装事業補助金事業につ

いて、同補助金交付要綱第９条の規定により、下記のとおり額の確定をしたので通知します。 

 

記 

 

補助対象事業の名称  

交 付 決 定 年 月 日  
交 付 決 定 番 号  

   年  月  日   第   号 

交 付 決 定 額  

確 定 額  

 



別記様式第８号（第１０条関係） 

 

第   号 

年  月  日 

 

          様 

 

新潟市長        印 

（担当        ） 

 

 

補助金交付決定取消通知書 

 

   年  月  日付け   第   号で交付決定のあった新潟市ＸＲコンテンツ実装事

業補助金事業について、同補助金交付要綱第１０条第２項の規定により、下記のとおり交付決定

の取消しをしたので通知します。 

 

記 

 

補助対象事業の名称  

交 付 決 定 年 月 日  

交 付 決 定 番 号 
   年  月  日   第   号 

交 付 決 定 額  

交 付 決 定 取 消 額   

取 消 理 由   

 



別記様式第９号（第１０条関係） 

 

第   号 

年  月  日 

 

          様 

 

新潟市長        印 

（担当        ） 

 

 

補助金返還命令書 

 

   年  月  日付けで金額の確定した新潟市ＸＲコンテンツ実装事業補助金事業につい

て、同補助金交付要綱第１０条第２項の規定により、下記のとおり返還を命ずる。 

 

記 

 

補助対象事業の名称  

交 付 決 定 年 月 日  

交 付 決 定 番 号 
   年  月  日   第   号 

返 還 額  

返 還 期 限   

返 還 理 由   

 



別記様式第１０号（第１１条関係） 
 

年  月  日 

 

（宛先）新潟市長 

住  所 

申請者 名  称 

代表者名 

 
 

財産処分承認申請書 
 

   年  月  日付け   第   号で交付決定のあった新潟市ＸＲコンテンツ実装事

業補助金事業で取得した財産を処分したいので、同補助金交付要綱第１１条第１項の規定により、

下記のとおり関係書類を添えて申請します。 
 

記 
 

交付決定年月日 
交付決定番号  

   年  月  日   第   号 

処分予定年月日    年  月  日 

処 分 事 項  

処 分 理 由  

 



別記様式第１１号（第１１条関係） 

 

第   号 

年  月  日 

 

          様 

 

新潟市長        印 

（担当        ） 

 
 

財産処分承認通知書 
 

   年  月  日付けで申請のあった新潟市ＸＲコンテンツ実装事業補助金交付要綱第１

１条第１項の規定による財産処分承認申請については、同要綱第１１条第２項の規定により、下

記のとおり処分の承認をしたので通知します。 

 

記 

 

交付決定年月日 
交付決定番号  

   年  月  日   第   号 

処分予定年月日    年  月  日 

処 分 事 項  

処 分 条 件  

 


